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を
可
能
に
し
、
肥
満
や
糖
尿
病
等

の
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
つ
な
が

る
等
、
全
身
の
健
康
保
持
促
進
の

た
め
の
重
要
な
要
素
で
す
。

ま
た
、
高
齢
化
の
進
展
を
踏
ま

え
る
と
、
生
涯
を
通
じ
て
の
歯
科

疾
患
予
防
と
歯
の
喪
失
抑
制
は
、

日
常
生
活
の
質
を
高
め
、
健
康
寿

命
延
伸
に
寄
与
す
る
こ
と
か
ら
、

歯
科
口
腔
の
健
康
づ
く
り
に
は
各

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
じ
て
継
続

的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

本
条
例
案
は
歯
科
口
腔
保
健
の

推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に

推
進
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
保
健

の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
歯
科
疾
患
の
予
防
や
早
期

発
見
、
早
期
受
診
の
促
進
等
、
保

健
・
医
療
・
福
祉
等
関
連
施
策
と

の
連
携
を
図
り
つ
つ
総
合
的
に
歯

科
口
腔
保
健
を
推
進
す
る
こ
と
等

を
基
本
理
念
と
し
て
い
ま
す
。

①
乳
幼
児
期
の
歯
科
疾
患
の
予
防
及
び
食
育
を
推
進
す
る
施
策

②
う
蝕
の
予
防
の
た
め
の
フ
ッ
化
物
の
応
用
を
含
め
た
科
学
的
根

拠
に
基
づ
く
総
合
的
な
施
策

③
歯
科
口
腔
の
健
康
づ
く
り
を
通
じ
た
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
に

寄
与
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

④
学
齢
期
の
歯
科
疾
患
の
予
防
、
口
腔
清
掃
、
食
育
支
援
等
の
口

腔
衛
生
に
係
る
教
育
を
推
進
す
る
施
策

⑤
成
人
期
の
歯
科
疾
患
の
予
防
を
推
進
す
る
施
策

⑥
妊
娠
期
の
歯
科
疾
患
の
予
防
を
推
進
す
る
施
策

⑦
８
０
２
０
運
動
（
80
歳
で
自
分
の
歯
を
20
本
以
上
保
つ
こ
と
を

目
的
と
し
た
歯
科
口
腔
の
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
取
組
）
そ
の

他
高
齢
期
の
口
腔
機
能
の
維
持
及
び
向
上
に
必
要
な
施
策

⑧
障
害
の
あ
る
者
、
介
護
を
必
要
と
す
る
者
等
で
あ
っ
て
、
定
期

的
に
歯
科
に
係
る
検
診
及
び
歯
科
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
が

困
難
な
も
の
が
、
適
切
に
歯
科
に
係
る
検
診
及
び
歯
科
保
健
指

導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

⑨
か
か
り
つ
け
の
歯
科
医
師
等
の
機
能
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

歯
科
疾
患
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
歯
の
喪
失
を
予
防
し
、
生
涯

に
わ
た
り
口
腔
機
能
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

⑩
歯
科
口
腔
の
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
普
及
啓

発
の
推
進
に
必
要
な
施
策

⑪
市
民
が
歯
科
口
腔
の
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
意
欲
を
高
め
る
た

め
の
運
動
の
促
進
に
必
要
な
施
策

12
月
定
例
会
は
、
11
月
26
日
か
ら
12
月
16
日
ま
で

の
21
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
初
日
に
総
務
・
環
境
福
祉
経

済
・
教
育
ま
ち
づ
く
り
常
任
委
員
会
が
閉
会
中
に
行

っ
た
調
査
活
動
に
つ
い
て
、
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

続
い
て
、
11
月
28
日
に
は
条
例
案
２
件
・
補
正
予

算
案
１
件
・
人
事
案
１
件
が
先
議
さ
れ
、
原
案
の
と

お
り
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

３
日
間
に
わ
た
っ
た
一
般
質
問
で
は
12
人
の
議
員
が
、

来
年
度
行
わ
れ
る
市
長
・
市
議
会
議
員
選
挙
、
防
災

対
策
等
、
市
政
の
重
要
課
題
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

最
終
日
に
は
陳
情
１
件
が
不
採
択
と
さ
れ
た
他
、

４
件
の
市
長
提
出
議
案
が
全
て
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
議
会
運
営
委
員
会
が
閉
会

中
に
調
査
活
動
を
行
う
た
め
の
「
閉
会
中
の
継
続
審

査
事
項
の
委
員
会
付
託
」
等
を
議
決
し
、
閉
会
と
な

り
ま
し
た
。

12
月
定
例
会
に
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
健
康
の
保
持
増
進
に
寄
与

す
る
た
め
に
「
蕨
市
歯
科
口
腔
の

健
康
づ
く
り
推
進
条
例
」
が
提
案

さ
れ
、
全
会
一
致
で
原
案
可
決
と

な
り
ま
し
た
。
本
市
議
会
で
も
平

成
25
年
6
月
定
例
会
で
「
蕨
市
民

の
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進

条
例
（
仮
称
）
の
制
定
を
求
め
る

請
願
書
」
を
全
会
一
致
で
採
択
し
、

議
会
と
し
て
条
例
制
定
の
必
要
性

を
訴
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

口
腔
の
健
康
は
バ
ラ
ン
ス
の
取

れ
た
適
切
な
食
生
活
を
送
る
こ
と
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※議案第60号については質疑が行われました。質疑の詳細内容は蕨市ホームページの「蕨市議会」からご覧になることが
できます。

議案番号 議案名 新生会 共産党 公明党 民主党 無所属 結果

陳情書（消費税の増税は延期ではなく、中止することを
陳情第13号 × ○ × × ○ 不採択

求める意見書の国への提出について）

議案第55号 蕨市歯科口腔の健康づくり推進条例 ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

市長及び副市長の諸給与支給条例及び蕨市教育委員会
議案第56号 ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

議案第57号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第58号 蕨市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第59号 平成26年度蕨市一般会計補正予算（第 3 号） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第60号 平成26年度蕨市一般会計補正予算（第 4 号） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第61号 平成26年度蕨市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号） ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議案第62号 教育委員会委員の任命の同意について ○ ○ ○ ○ ○ 同　　意

平成26年12月定例会における議案等に対する賛否結果

い
る
委
員
間
討
議
は
、
必
要
に
応

じ
て
委
員
か
ら
の
申
し
出
に
基
づ

い
て
討
論
前
に
実
施
さ
れ
、
論
点

ご
と
に
討
議
す
る
こ
と
で
合
意
で

き
る
点
が
な
い
か
を
突
き
詰
め
て

い
く
の
に
非
常
に
有
効
な
手
段
で

あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
請
願
・
陳
情
者
の

意
見
陳
述
、
議
会
報
告
会
、
本
会

議
に
お
け
る
一
問
一
答
制
、
市
長

等
の
趣
旨
確
認
の
た
め
の
発
言
等

に
つ
い
て
貴
重
な
お
話
を
伺
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

◆
滋
賀
県
野
洲
市
議
会

「
議
会
活
性
化
へ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
」

概
要

野
洲
市
議
会
で
は
多
く

の
地
方
議
会
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

議
会
報
告
会
や
懇
談
会
へ
の
参
加

者
数
の
減
少
が
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
と
の
貴
重
な
お
話
を
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

平
成
23
年
よ
り
議
員
を
3
班

に
分
け
て
、
3
地
区
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
等
の
公
共
施
設
で

年
2
回
、
2
時
間
に
わ
た
っ
て
開

催
す
る
も
の
の
、
直
近
の
第
8
回

の
参
加
者
数
は
第
1
回
の
参
加
者

数
の
10
分
の
1
に
落
ち
込
ん
だ

こ
と
か
ら
、
今
後
は
こ
の
議
会
報

告
会
を
廃
止
し
、
住
民
か
ら
の
申

し
込
み
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
る
議

会
の
出
前
懇
談
会
を
重
視
し
て
、

増
や
し
て
い
く
検
討
が
な
さ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
出
前
懇
談
会
は
市
内
在
住

又
は
在
勤
の
人
で
構
成
す
る
5
人

以
上
の
団
体
が
懇
談
テ
ー
マ
を
決

め
て
申
し
込
み
、
議
長
が
議
会
改

革
特
別
委
員
会
委
員
長
と
協
議
し
、

諾
否
を
決
定
し
ま
す
。
開
催
さ
れ

る
場
合
に
は
テ
ー
マ
に
応
じ
て
所

管
す
る
常
任
委
員
会
の
委
員
か
ら

参
加
議
員
を
決
定
し
、
過
去
に
は

「
新
議
員
と
し
て
の
抱
負
」「
ど
の

よ
う
な
課
題
に
取
り
組
む
か
」「
自

治
会
に
お
い
て
男
女
共
同
参
画
を

進
め
る
た
め
の
支
援
」
等
に
つ
い

て
懇
談
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

議
会
運
営
委
員
会
で
は
議
会
運

営
等
に
関
す
る
調
査
の
た
め
、
2

月
4
〜
5
日
の
日
程
で
先
進
地
へ

の
行
政
視
察
を
実
施
し
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
視
察
に
は
正
副
議
長

も
同
行
し
ま
し
た
。

◆
大
阪
府
堺
市
議
会

「
議
会
基
本
条
例
及
び
議
会
改

革
に
つ
い
て
」

概
要

堺
市
議
会
基
本
条
例
で

は
特
徴
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、

第
6
条
「
議
決
事
件
及
び
報
告
案

件
の
拡
大
」
を
受
け
る
形
で
制
定

さ
れ
た
「
堺
市
議
会
の
議
決
す
べ

き
事
件
等
に
関
す
る
条
例
」
に
お

い
て
、
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件

と
し
て
、
基
本
構
想
や
基
本
計
画

の
策
定
及
び
改
廃
、
都
市
宣
言
や

市
民
憲
章
の
制
定
及
び
改
廃
等
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
基
本
計
画
で
示
さ
れ
た

基
本
的
施
策
を
行
財
政
運
営
上
効

果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
た

め
に
定
め
る
実
施
計
画
や
、
基
本

的
な
施
策
に
関
す
る
計
画
、
指
針

等
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実

施
し
た
も
の
を
議
会
へ
報
告
す
べ

き
案
件
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
第
13
条
に
規
定
さ
れ
て

概
要

概
要




